
新成長戦略（基本方針）～輝きのある日本へ～（平成 21 年 12 月 30

日閣議決定）（規制・制度改革関連部分抜粋） 

 

２．６つの成長分野の基本方針と目標とする成果 
 

強みを生かす成長分野 

（１）グリーン・イノベーションによる環境・エネルギー大国戦略 
（老朽化した建築物の建替え・改修の促進等による「緑の都市」化） 

老朽化し、温室効果ガスの排出や安全性の面で問題を抱えるオフィスビル等

の再開発・建替えや改修を促進するため、必要な規制緩和措置や支援策を講じ

る。 

 

（地方から経済社会構造を変革するモデル） 

公共交通の利用促進等による都市・地域構造の低炭素化、再生可能エネルギ

ーやそれを支えるスマートグリッドの構築、適正な資源リサイクルの徹底、情

報通信技術の活用、住宅等のゼロエミッション化など、エコ社会形成の取組を

支援する。そのため、規制改革、税制のグリーン化を含めた総合的な政策パッ

ケージを活用しながら、環境、健康、観光を柱とする集中投資事業を行い、自

立した地方からの持続可能な経済社会構造の変革を実現する第一歩を踏み出

す。 

 

（２）ライフ・イノベーションによる健康大国戦略 
（医療・介護・健康関連産業を成長牽引産業へ） 

高い成長と雇用創出が見込める医療・介護・健康関連産業を日本の成長牽引

産業として明確に位置付けるとともに、民間事業者等の新たなサービス主体の

参入も促進し、安全の確保や質の向上を図りながら、利用者本位の多様なサー

ビスが提供できる体制を構築する。誰もが必要なサービスにアクセスできる体

制を維持しながら、そのために必要な制度・ルールの変更等を進める。 

 

（日本発の革新的な医薬品、医療・介護技術の研究開発推進） 

   安全性が高く優れた日本発の革新的な医薬品、医療・介護技術の研究開発を

推進する。産官学が一体となった取組や、創薬ベンチャーの育成を推進し、新

薬、再生医療等の先端医療技術、情報通信技術を駆使した遠隔医療システム、

ものづくり技術を活用した高齢者用パーソナルモビリティ、医療・介護ロボッ

ト等の研究開発・実用化を促進する。その前提として、ドラッグラグ、デバイ

スラグの解消は喫緊の課題であり、治験環境の整備、承認審査の迅速化を進め

る。 

 

（不安の解消、生涯を楽しむための医療・介護サービスの基盤強化） 

   既存の制度や供給体制は、近年の急速な高齢化や医療技術の進歩、それに伴

う多様で質の高いサービスへの需要の高まり等の環境変化に十分に対応でき

ていない。（中略）具体的には、医師養成数の増加、勤務環境や処遇の改善に

よる勤務医や医療・介護従事者の確保とともに、医療・介護従事者間の役割分

担を見直す。 

参考資料３ 



フロンティアの開拓による成長 

（３）アジア経済戦略 
（アジア市場一体化のための国内改革、日本と世界とのヒト・モノ・カネの 

流れ倍増） 

ヒト・モノ・カネの日本への流れを倍増させることを目標とし、例えば、そ

の流れの阻害要因となっている規制を大胆に見直すなど、日本としても重点的

な国内改革も積極的に進める。 

 

（４）観光立国・地域活性化戦略 
（「地域資源」の活用と技術開発による成長潜在力の発揮） 

いわゆる６次産業化（生産・加工・流通の一体化等）や農商工連携、縦割り

型規制の見直し等により、農林水産業の川下に広がる潜在需要を発掘し、新た

な産業を創出していく。 

 

成長を支えるプラットフォーム 

（５）科学・技術立国戦略 
（研究環境・イノベーション創出条件の整備、推進体制の強化） 

  基礎研究の振興と宇宙・海洋分野など新フロンティアの開拓を進めるととも

に、シーズ研究から産業化に至る円滑な資金・支援の供給や実証試験を容易に

する規制の合理的見直しなど、イノベーション創出のための制度・規制改革と

知的財産の適切な保護・活用を行う。 

 
（情報通信技術の利活用による国民生活向上・国際競争力強化） 

行政の効率化を図るため、各種の行政手続の電子化・ワンストップ化を進め

るとともに、住民票コードとの連携による各種番号の整備・利用に向けた検討

を加速する。（中略）あわせて、情報通信技術利活用を促進するための規制・

制度の見直しを行う。 

 

（６）雇用・人材戦略 
（人口減少と超高齢化の中での活力の維持） 

   70 年代後半以降、出生率が低下傾向に転じ、深刻な少子化が顕在した90 年

代以降、累次の対策が講じられたが、公的支出や制度・規制改革において抜本

的な対策が実施されず、少子化傾向に歯止めがかかっていない。（中略） 

このため、幼保一体化の推進、利用者本位の保育制度に向けた抜本的な改革、

各種制度・規制の見直しによる多様な事業主体の参入促進、放課後児童クラブ

の開所時間や対象年齢の拡大などにより、保育の多様化と量的拡大を図り、

2020 年までに速やかに就学前・就学期の潜在需要も含めた待機児童問題を解

消する。 

 


